
幼保連携型認定こども園設置認可事務等取扱要綱

第１ 目的

この事務等取扱要綱制定の趣旨は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律（平成18年法律第77号。以下「法」という。）、就学前の子どもに

関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則（平成26年内閣府・文部

科学省・厚生労働省令第２号。以下「府省令」という。）、沖縄県幼保連携型認定こども

園の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年沖縄県条例第49号。以下「条例」

という。）、沖縄県幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例施

行規則（平成26年沖縄県規則第54号。以下「条例施行規則」という。）、その他法令の定

めるもののほか、幼保連携型認定こども園の認可及び内容の変更等に当たって遵守すべき

手続等を定め、もって事務処理の適正化、円滑化を図ることを目的とする。

第２ 用語の意義

１ この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。

⑴ 公立幼保連携型認定こども園 法第16条に規定する市町村が設置する幼保連携型認

定こども園をいう。

⑵ 私立幼保連携型認定こども園 法第17条第１項に規定する幼保連携型認定こども園

をいう。

⑶ 公私連携幼保連携型認定こども園 法第３４条第１項に規定する幼保連携型認定こ

ども園をいう。

２ １に掲げるもののほか、この要綱で使用する用語の意義は、法、府省令、条例及び規則

で使用する用語の例による。

第３ 認可申請に係る審査等

１ 施設の名称

県内の既存施設の名称と同一又は紛らわしいものでないこと。



２ 定員

幼保連携型認定こども園の定員は20人以上とする。

３ 設置運営主体

私立幼保連携型認定こども園の設置運営主体及び公私連携幼保連携型認定こども園

の設置及び運営を目的とする法人（以下、「公私連携法人」という。）は社会福祉法

人、学校法人とする。

４ 土地・建物

幼保連携型認定こども園の設置に必要な土地及び建物については、抵当権が設定され

ていないこととし、幼保連携型認定こども園の設置者が所有権を有しているか、又は国

若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けていることを原則とする。

なお、不動産の貸与を受けて幼保連携型認定こども園を設置する場合には、「幼保連

携型認定こども園の園地、園舎等の所有について」（平成26年12月18日府政共生第743号

・26高私行第９号・雇児保発1218第１号・社援基発1218第１号 内閣府政策統括官（共生

社会政策担当）付参事官（少子化対策担当））による。

５ 設備

⑴ 園舎及び園庭

条例第19条第１項に規定する園舎及び園庭の基準については、条例施行規則第４条

及び第５条に規定する要件を満たすとともに、「幼保連携型認定こども園の学級の編

成、職員、設備及び運営に関する基準の運用上の取扱いについて」（平成26年11月28

日府政共生第1104号・26文科発第891号・雇児保発1128第２号内閣府政策統括官（共生

社会政策担当）・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

通知。以下「取扱通知」という。）による。

⑵ 園舎に備えるべき設備等

園舎に備えるべき設備等は、条例第20条各号に規定する要件による。

⑶ 食事の提供の特例

条例第15条の規定により、満３歳以上の園児に対する食事の提供について、当該認

定こども園外で調理し搬入する方法により行う場合は、「幼保連携型認定こども園に

おける食事の外部搬入等について」（平成28年１月18日府子本第448号・27文科初第11

83号・雇児発0118第３号内閣府子ども・子育て本部統括官・文部科学省初等中等教育

局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「食事の外部搬入等について」



という。）による。

６ 職員

⑴ 職員の数等

条例施行規則第６条に定める園児の教育及び保育に直接従事する者の数（以下、

「直接従事者数」という。）のについては、次に掲げるとおりとする。

ア 直接従事者の算定方法

直接従事者数は次の算式により算出すること。

直接従事者数＝（０歳児の数×１／３）＋（１・２歳児の数×１／６）＋（３歳

児の数×１／20）＋（４歳以上児の数×１／30）

※ 年齢区分別にそれぞれ計算し、合算した値の小数点以下を四捨五入する。

イ 直接従事者の常勤換算の方法

施設の就業規則等で定めた常勤職員の勤務時間数を下回る保育教諭等を必要保育

教諭（以下、短時間勤務職員）等数の一部に充てる場合は、次の算式により常勤職

員数に換算すること。

常勤換算数＝施設の就業規則等で定めた常勤職員の勤務時間数を下回る保育教諭

等の１ヶ月勤務時間数の合計÷施設の就業規則等で定めた常勤職員

の１ヶ月の勤務時間数（小数点以下の端数処理を行わない）

ウ 短時間勤務職員を配置する場合は、次の条件全てを満たすこと

①学級担任は原則常勤専任であること。

②常勤職員が各組や各グループに１名以上（配置基準上の定数が２名以上の場

合は最低２名）配置されていること。

③常勤職員に代えて短時間勤務職員を充てる場合の当該短時間勤務職員の合計

勤務時間数が、常勤を充てる場合の勤務時間数を上回ること。

エ 私立幼保連携型認定こども園（公私連携幼保連携型認定こども園含む。）にお

いては、次の算式による保育教諭正規雇用率が６割以上とするよう努めること。

保育教諭正規雇用率＝正規雇用保育教諭数／公定価格上の基本分単価に含まれ

る保育教諭数

⑵ 調理業務の委託

条例第23条第４項ただし書の規定により、調理業務の全部を委託し調理員を置かな

い場合には、「食事の外部搬入等について」による。



⑶ その他

認定こども園においては、「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基

準等の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成28年８月23日府子本第571号・28

文科初第727号・雇児発0823第１号内閣府子ども・子育て本部統括官・文部科学省初等

中等教育・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知）に定める要件として求めら

れる職員その他必要な基準を充足すること。

第４ 設置等の手続き

１ 設置届出・認可申請の手続き

⑴ 公立幼保連携型認定こども園の設置

公立幼保連携型認定こども園を設置しようとする市町村は、法第16条の規定によ

り、幼保連携型認定こども園設置届（別記様式第１号）及び添付書類を、設置を予定

する日の２月前までに、知事に提出するものとする。

⑵ 私立幼保連携型認定こども園の設置

私立保連携型認定こども園の設置認可を受けようとする者は、法第17条第１項の規

定により、幼保連携型認定こども園設置認可申請書（別記様式第３号）及び添付書類

を、市町村長が指定する日までに、当該市町村に提出するものとする。

申請書を受け付けた市町村長は、申請内容を確認の上、意見書（別記様式第２号）

を添えて、設置を予定する日の３月前までに、知事に提出するものとする。

⑶ 公私連携幼保連携型認定こども園の設置

法第34条第１項に基づき、市町村長による公私連携法人の指定を受けて、公私連携

幼保連携型認定こども園を設置しようとする者は、同第３項の規定により、公私連携

幼保連携型認定こども園設置届（別記様式第４号）（以下「公私連携設置届」とい

う。）及び添付書類を、市町村長が指定する日までに、当該市町村に提出するものと

する。

公私連携設置届を受け付けた市町村長は、内容を審査の上、適当と認めた場合は、

設置を予定する日の３月前までに、次に掲げる書類を添付し知事に提出するものとす

る。

ア 設置主体が提出するもの

第４の１⑵に定める書類



イ 市町村が提出するもの

① 市町村長の意見書（別記様式第２号）

② 公私連携法人として指定した文書の写し及び協定書（市町村長による原本証

明がなされているもの）

２ 分園の設置

「幼保連携型認定こども園において新たに分園を設置する場合の取扱いについて」

（平成28年８月８日府子本第555号・28文科初第682号・雇児発0808第１号 内閣府子ど

も・子育て本部統括官・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭

局長通知）に定める要件を具備する場合に、分園を設置することができる。

なお、分園を設置する場合は、次のとおり事前に協議し、知事の承認を受けた上で、

第４の２の⑴または⑵に規定する変更届を提出すること。

⑴ 公立幼保連携型認定こども園の分園を設置

公立幼保連携型認定こども園の分園を設置しようとする市町村は、分園設置事前協

議書（別記様式第５号）及び添付書類を、設置を予定する日の２月前までに、知事に

提出するものとする。

⑵ 私立幼保連携型認定こども園（公私連携幼保連携型認定こども園含む）の分園を設

置

私立幼保連携型認定こども園の分園を設置しようとする者は、分園設置事前協議書

（別記様式第５号）及び添付書類を、市町村長が指定する日までに、当該市町村に提

出するものとする。

事前協議書を受け付けた市町村長は、内容を確認の上、意見書（別記様式第２号）

を添えて、設置を予定する日の２月前までに、知事に提出するものとする。

３ 設置届出・認可事項変更の手続き

⑴ 公立幼保連携型認定こども園の内容変更の手続き

公立幼保連携型認定こども園の内容を変更しようとする市町村は、法第29条第１

項の規定により、幼保連携型認定こども園変更事項届出書（別記様式第６号）及び

添付書類を、原則として変更予定日の１月前までに、当該市町村を所管する県福祉事

務所長を経由して知事に提出するものとする。

⑵ 私立幼保連携型認定こども園（公私連携幼保連携型認定こども園を含む。）の内容



変更の手続き

幼保連携型認定こども園の内容を変更しようとする市町村以外の者は、府省令第

15条第２項の規定により、幼保連携型認定こども園変更事項届出書（別記様式第６

号）及び添付書類を、市町村長が指定する日までに当該市町村に提出するものとす

る。

提出を受けた市町村は、届出内容を確認の上、原則として変更予定日の１月前まで

に、知事に提出するものとする。

４ 廃止・休止の手続き

⑴ 公立幼保連携型認定こども園を廃止又は休止の手続き

公立幼保連携型認定こども園を廃止又は休止しようとする市町村は、法第16条第１

項及び府省令第17条の規定により、幼保連携型認定こども園廃止（休止）届（別記様

式第７号）及び添付書類を、廃止又は休止しようとする日の３月前までに、知事に提

出するものとする。

⑵ 私立幼保連携型認定こども園（公私連携幼保連携型認定こども園を含む。）を廃止

又は休止の手続き

私立幼保連携型認定こども園（公私連携幼保連携型認定こども園を含む。）を廃止

又は休止しようとする者は、法第17条第１項及び府省令第17条の規定により、幼保連

携型認定こども園廃止（休止）承認申請書（別記様式第８号）及び添付書類を、市町

村長が指定する日までに当該市町村に提出するものとする。

提出を受けた市町村は、申請内容を確認の上、承認を得ようとする日の３月前まで

に知事に提出するものとする。

第５ 運営状況の報告の手続き

幼保連携型認定こども園の設置者は、法第30条第１項の規定により、運営状況報

告書（別記様式第９号）に関係書類を添えて毎年５月31日までに知事へ提出するこ

と

附 則

（施行期日）



１ この要綱は、令和元年11月12日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和３年３月15日から施行する。



 

別記様式第１号 

 

                            書 類 番 号 

    年  月  日 

 

幼保連携型認定こども園設置認可届 

 

 沖 縄 県 知 事  殿 

                  

市町村長 名              

  

  就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77

号）第16条の規定により、幼保連携型認定こども園を設置したいので、関係書類を添えて届出を

します。 

施 設 の 名 称  

施 設 の 所 在 地  

設 置 の 目 的  

園地、園舎その他設備の規模
及 び 構 造 並 び に 図 面 

別添のとおり 

園 則 別添のとおり 

経費の見積り及び維持方法 別添のとおり 

開 設 予 定 年 月 日  

利 用 定 員 

区 分 保育を必要とす
る子 

保育を必要とす
る子以外の子 

合 計 

満３歳以上 人 人 人 

満３歳未満 人 人 人 

合 計 人 人 人 

教育及び保育の

目標及び主な内

容 

【認定こども園として目指す教育及び保育の目標や理念】 

【教育及び保育の内容の概要】 

年間開園日数 日 

開 園 時 間 平 日  

土 曜 日  

日曜日・祝日  

そ の 他  

子育て支援事業  

添付書類 

  沖縄県幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年沖縄県

条例第49号）及び沖縄県幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例施

行規則（平成26年沖縄県規則第54号）に掲げる基準に適合していることを証する書類 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判とする。



 

 

 

（留意事項） 
・「設置の目的」の欄は、施設の運営規程に規定する「目的」と合わせてください。 
・「園地、園舎その他設備の規模及び構造並びに図面」の欄は、「別添のとおり」としてください。（添

付書類で確認するので） 
・「園則」の欄は、「別添のとおり」としてください。（添付書類で確認するので） 
・「経費の見積り及び維持方法」の欄は、「別添のとおり」としてください。（添付書類で確認するの

で） 
・「年間開園日数」及び「開園時間」の欄は、「１号認定」と「２号・３号認定」で分ける必要はあ

りませんので注意してください。（２号・３号認定の時間を記載いただければ、それでカバーでき

るかと思います。） 
・「子育て支援事業」の欄は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律施行規則第２条に規定されている下記事業（①～⑤）から選択してください。 
①交流スペースの開設及び相談指導 

地域の子ども及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設する等により、当該子どもの養

育に関する各般の問題につき、その保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その

他必要な援助を行う事業 
②相談指導事業 

地域の家庭において、当該家庭の子どもの養育に関する各般の問題につき、その保護者から

の相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業 
③一時預かり事業 

保護者の疾病その他の理由により、家庭において保育されることが一時的に困難となった地

域の子どもにつき、認定こども園又はその家庭において保育を行う事業 
④地域の保育資源に関する連絡調整 

地域の子どもの養育に関する援助を受けることを希望する保護者と当該援助を行うことを希

望する民間の団体又は個人との連絡及び調整を行う事業 
⑤地域の保育資源に関する情報提供 

地域の子どもの養育に関する援助を行う民間の団体又は個人に対する必要な情報の提供及び

助言を行う事業 
 



別記様式第２号

市町村長　名　　　　　　　　　　

１　管内の状況

（１）人口等の推移

（２）地域の状況

年度

人口
（3月31日現在）
出生数

（1月～12月）
就学前児童数
（3月31日現在）

確保方策－量の見込み

整備中の施設・事業所の予定利用定員総数（※３）

支給認定子ども数（○年○月１日現在）（※４）

注）
１　年度の記載については、過去４年、現年度及び５年後までの推計を表示すること。
２　人口及び就学前児童数の実績値は、住民基本台帳に基づき前年度までの実績を記載すること。また、
推計値は、地方自治法に基づく市町村の基本構想等による推計値を記入すること。
３　出生数は、人口動態調査に基づき当該年までの実績を記載すること。

量の見込み（必要利用定員総数）（※１） 0

現年

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
第１７条第５項に基づく協議に対する市町村長の意見書

単位：人

１号
２号
教育

２号
その他

３号 合計

0

0 0 0 0 0

0

確保方策（利用定員総数）（※２）

特定教育・保育施設

幼稚園

保育所

認定こども園

0

0

0 0 0 0 0

地域型保育事業

確認を受けない幼稚園

認可外保育施設

0

0

注
（※１）市町村子ども・子育て支援事業計画において定める必要利用定員総数（申請施設開園予定年度に係
るもの）を記載すること。
（※２）意見書提出時点の利用定員総数を記載すること。
（※３）市町村子ども・子育て支援事業計画に基づき、整備を行っている教育・保育施設又は地域型保育事
業所の予定利用定員総数（申請施設を除く。）を記載すること。（「整備を行っている」とは施設整備補助金の
交付決定等により、整備が確実に行われるものを含む。）
（※４）意見書提出月の初日現在の支給認定子ども数を記載すること。
（※５）意見書提出月の初日現在の待機児童数を記載すること。

単位：人

待機児童数（○年○月１日現在）（※５） 0

0

0

0 0 0 0



別記様式第２号

3　市町村長の意見



別記様式第３号 

書 類 番 号 
 年 月 日 

 

幼保連携型認定こども園設置認可申請書 

 

 沖 縄 県 知 事  殿 
住   所 
(法人又は団体にあつては所在地) 

法人等名称 
(法人名又は団体名) 

代表者名称 
                                          

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）第17

条第１項の規定により、幼保連携型認定こども園を設置したいので、関係書類を添えて申請します。 

施 設 の 名 称 
 

施 設 の 所 在 地 
 

設 置 の 目 的 
 

園地、園舎その他設備の規模 
及 び 構 造 並 び に 図 面 

別添のとおり 

園 則 
別添のとおり 

経費の見積り及び維持方法 
別添のとおり 

開 設 予 定 年 月 日 
 

 
 
利用定員 

区   分 保育を必要とする子 
保育を必要とする子 

以外の子 
合  計 

満３歳以上                 人                   人               人 
満３歳未満                 人                人 
 合 計                 人                   人               人 

 
 
 
 
 
教育及び保育の
目標及び主な内
容 
 
 
 
 

【認定こども園として目指す教育及び保育の目標や理念】 
 
 
 
【教育及び保育の内容の概要】 
 
 
 
年間開園日数                                               日 
開園時間 
 

平日 ○：○○～○：○○ 
土曜日 ○：○○～○：○○ 
日曜日・祝日  
その他  

 
子育て支援事業 
 

 
 
 

添付書類 

沖縄県幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年沖縄県条例第49

号）及び沖縄県幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則（平成26年

沖縄県規則第54号）に掲げる基準に適合していることを証する書類 

 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判とする。 

 

 



 

（留意事項） 
・「住所、氏名」の欄は、設置主体となる法人の住所、法人名、理事長名を記載してください。 
・「設置の目的」の欄は、施設の運営規程に規定する「目的」と合わせてください。 
・「園地、園舎その他設備の規模及び構造並びに図面」の欄は、「別添のとおり」としてください。（添付

書類で確認するので） 
・「園則」の欄は、「別添のとおり」としてください。（添付書類で確認するので） 
・「経費の見積り及び維持方法」の欄は、「別添のとおり」としてください。（添付書類で確認するので） 
・「年間開園日数」及び「開園時間」の欄は、「１号認定」と「２号・３号認定」で分ける必要はあ

りませんので注意してください。（２号・３号認定の時間を記載いただければ、それでカバーできる

かと思います。） 
・「子育て支援事業」の欄は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律施行規則第２条に規定されている下記事業（①～⑤）から選択してください。 
①交流スペースの開設及び相談指導 

地域の子ども及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設する等により、当該子どもの養

育に関する各般の問題につき、その保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その

他必要な援助を行う事業 
②相談指導事業 

地域の家庭において、当該家庭の子どもの養育に関する各般の問題につき、その保護者から

の相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業 
③一時預かり事業 

保護者の疾病その他の理由により、家庭において保育されることが一時的に困難となった地

域の子どもにつき、認定こども園又はその家庭において保育を行う事業 
④地域の保育資源に関する連絡調整 

地域の子どもの養育に関する援助を受けることを希望する保護者と当該援助を行うことを希

望する民間の団体又は個人との連絡及び調整を行う事業 
⑤地域の保育資源に関する情報提供 

地域の子どもの養育に関する援助を行う民間の団体又は個人に対する必要な情報の提供及び

助言を行う事業 



別記様式第４号 

                            書 類 番 号 
    年  月  日 

 

公私連携幼保連携型認定こども園設置届出書 

 

 沖 縄 県 知 事  殿 
住   所 
(法人又は団体にあつては所在地) 

法人等名称 
(法人名又は団体名) 

代表者名称 
                                          

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）第34

条第１項の規定により、公私連携幼保連携型認定こども園を設置したいので、関係書類を添えて届出をし

ます。 

施 設 の 名 称 
 

施 設 の 所 在 地 
 

設 置 の 目 的 
 

園地、園舎その他設備の規模 
及 び 構 造 並 び に 図 面 

別添のとおり 

園 則 
別添のとおり 

経費の見積り及び維持方法 
別添のとおり 

開 設 予 定 年 月 日 
 

 
 
利用定員 
 

区   分 保育を必要とする子 
保育を必要とする子 

以外の子 
合  計 

満３歳以上                 人                   人               人 
満３歳未満                 人                人 
 合 計                 人                   人               人 

 
 
 
 
 
教育及び保育の
目標及び主な内
容 
 
 
 
 

【認定こども園として目指す教育及び保育の目標や理念】 
 
 
 
【教育及び保育の内容の概要】 
 
 
 
年間開園日数                                               日 
開園時間 
 

平日 ○：○○～○：○○ 
土曜日 ○：○○～○：○○ 
日曜日・祝日  
その他  

 
子育て支援事業 
 

 
 
 

添付書類 

沖縄県幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年沖縄県条例第49

号）及び沖縄県幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則（平成26年

沖縄県規則第54号）に掲げる基準に適合していることを証する書類 

 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判とする。 

  



 
（留意事項） 
・「住所、氏名」の欄は、設置主体となる法人の住所、法人名、理事長名を記載してください。 
・「設置の目的」の欄は、施設の運営規程に規定する「目的」と合わせてください。 
・「園地、園舎その他設備の規模及び構造並びに図面」の欄は、「別添のとおり」としてください。（添付

書類で確認するので） 
・「園則」の欄は、「別添のとおり」としてください。（添付書類で確認するので） 
・「経費の見積り及び維持方法」の欄は、「別添のとおり」としてください。（添付書類で確認するので） 
・「年間開園日数」及び「開園時間」の欄は、「１号認定」と「２号・３号認定」で分ける必要はあ

りませんので注意してください。（２号・３号認定の時間を記載いただければ、それでカバーできる

かと思います。） 
・「子育て支援事業」の欄は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律施行規則第２条に規定されている下記事業（①～⑤）から選択してください。 
①交流スペースの開設及び相談指導 

地域の子ども及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設する等により、当該子どもの養

育に関する各般の問題につき、その保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その

他必要な援助を行う事業 
②相談指導事業 

地域の家庭において、当該家庭の子どもの養育に関する各般の問題につき、その保護者から

の相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業 
③一時預かり事業 

保護者の疾病その他の理由により、家庭において保育されることが一時的に困難となった地

域の子どもにつき、認定こども園又はその家庭において保育を行う事業 
④地域の保育資源に関する連絡調整 

地域の子どもの養育に関する援助を受けることを希望する保護者と当該援助を行うことを希

望する民間の団体又は個人との連絡及び調整を行う事業 
⑤地域の保育資源に関する情報提供 

地域の子どもの養育に関する援助を行う民間の団体又は個人に対する必要な情報の提供及び

助言を行う事業 



別記様式第５号 

書 類 番 号 
 年 月 日 

 沖 縄 県 知 事  殿 

住   所 
(法人又は団体にあつては所在地) 

法人等名称 
(法人名又は団体名) 

代表者名称 
 

分園設置事前協議書 

 

 幼保連携型認定こども園設置認可事務等取扱要綱第４の２の規定により、幼保連携型認定

こども園分園を設置したいので、関係書類を添えて協議します。 

 分園の状況 中心認定こども園の状況 
施 設 名   
所 在 地   
設 置 主 体  
運 営 主 体  
所有 
関係 

土地 借地/法人所有/法人所有一部借地 借地/法人所有/法人所有一部借地 
建物 賃借/法人所有/法人所有一部賃借 法人所有 

定 員 人（Ａ）＋（Ｂ） 
 定員規模 人（Ａ） 人（Ｂ） 
中心認定こ
ども園と分
園との距離
・時間 

距    離（○.○○）㎞ 
利用交通機関（徒歩、自動車） 
所 要 時 間      （徒歩○、自動車○）分 

分園運営開始予定年月日  年 月 日 
最低基準  

適合状況 
 

分園設置 
理由 
 
 
 

 

子育て支援
事業の内容 
 
 

 

 

他施設との
複合状況 
 

なし／あり 
（○○○と複合している） 

※詳細記載 

なし 
 
 

 
（備考） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判とする。 

２ 関係法令に適合することを証する書類を添付すること。 



 
 
 
別記様式第６号 
 
 

                            書 類 番 号 

    年  月  日 

 沖 縄 県 知 事  殿 

 

住   所 
(法人又は団体にあつては所在地) 

法人等名称 
(法人名又は団体名) 

代表者名称 

 

認定こども園事項変更届 

  就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年

法律第77号）第29条第１項及び同法施行規則第１５条第２項の規定により、次のとおり

変更したいので届け出ます。 

 

施 設 の 名 称  

施 設 の 所 在 地  

変 更 年 月 日    年   月   日 

 

 

 

変 更 す る 事 項 

 

 

☐ 施設の名称  ☐ 施設の位置（同一の位置で表記が変更の場合） 

☐ 認可定員   ☐ 建物・設備の規模・構造 

☐ 施設長    ☐ 法人等設置主体の代表者 

☐ 法人等設置主体の名称、主たる事務所の所在地 

☐ 分園の設置 

  

※該当する事項にチェック☑すること 

【変更前】 

 

 

【変更後】 

 

 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判とする。 



別記様式第７号 

書 類 番 号 
 年 月 日 

 

 沖 縄 県 知 事  殿 
 

市町村長 名         
 

 

幼保連携型認定こども園廃止（休止）届 

 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第 16 条第１項の

規定により、次のとおり廃止（休止）したいので、関係書類を添えて届け出ます。 

 

施 設 の 名 称  

施 設 の 所 在 地  

廃止又は休止の 
理由 

 

 

園児の処置方法  

廃止の場合 
廃止の年月日及び

財産の処分方法 

 

休止の場合 
休止の予定期間 

 

（備考） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判とする。 



別記様式第８号 

書 類 番 号 
 年 月 日 

 

 沖 縄 県 知 事  殿 

住   所 
(法人又は団体にあつては所在地) 

法人等名称 
(法人名又は団体名) 

代表者名称 
 

幼保連携型認定こども園廃止（休止）承認申請書 

 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第 17 条第１項

の規定により、次のとおり廃止（休止）したいので、関係書類を添えて申請します。 
 

施 設 の 名 称  

施 設 の 所 在 地  

廃止又は休止の 
理由 

 

 

園児の処置方法  

廃止の場合 
廃止の年月日及び

財産の処分方法 

 

休止の場合 
休止の予定期間 

 

 

（備考） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判とする。 



 
 
 
別記様式第９号 
 

 
書 類 番 号 

 年 月 日 

 

認定こども園運営状況報告書 

 

 沖 縄 県 知 事  殿 

住   所 
(法人又は団体にあつては所在地) 

法人等名称 
(法人名又は団体名) 

代表者名称 

   

  就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年

法律第77号）第30条第１項の規定により、別紙のとおり報告します。 

 
記 

 

認定こども園の名称  

施 設 の 所 在 地  

 

利 用 定 員 

区 分 満３歳未満 満３歳以上 計 

保育を必要とする
子ども 

   

上記以外の子ども    

 
 
 
保 育 し て い る 
子 ど も の 数 
 （４月１日現在） 

区  分 満３歳未満 満３歳以上 計 

保育を必要とする
子ども 

   

上記以外の子ども 
   

  
添付書類 
 次の事項を記載した書類 

① 職員の配置状況及び職員名簿 
② 施設設備の状況 
③ 運営規程又は重要事項説明書 
④ 子育て支援事業実施状況 
⑤ 全体的な計画及び１日の標準的な教育及び保育の内容がわかる資料 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判とする。 


